福祉後見人材バンク運営規程

　この規程は、伊賀地域福祉後見サポートセンター設置及び運営に関する要綱（以下「実施要綱」という。）第３条（２）に基づき、福祉後見を行う人材の育成、紹介に関する事業（「福祉後見人材バンク」と称する。以下「本事業」という。）の実施に関し必要な事項を定めるために制定する。
１ 本事業の目的等
　　本事業は、社会貢献的な精神に基づき、後見業務に取り組むことに意欲をもつ市民等を対象に講習を実施し、その修了者を、これまで適切な後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）を得られないために成年後見制度を利用できなかった市民等に、制度利用の途を開くことを目的とする。なお、本事業により経験を積み、後見人等となった者を「福祉後見人」と称するものとする。
２ 実施主体
　　本事業の実施主体は伊賀地域福祉後見サポートセンター（以下「サポートセンター」という。）とする。
３ サポートセンターが実施する事業
　　本事業のうち、サポートセンターが実施する事業の内容は、次のとおりとする。
（１）市民向け説明会の開催
（２）受講生の募集
（３）受講者の選考の実施
（４）養成講習の開催
（５）養成講習修了証の交付
（６）養成講習修了者（以下「修了者」という。）を対象としたフォローアップ研修の開催
（７）修了者に対して、成年後見制度に関連する以下の活動のうち、必要な活動を紹介する取組
ア 親族や専門職等の後見人等に対するサポート活動
イ サポートセンターの会員である法人が、法人後見を実施する場合の協力員としての活動
ウ 地域福祉権利擁護事業の生活支援員としての活動
エ その他、それぞれの登録者の適性と希望から適切と考えられる活動
（８）以下に定める適性を十分に有すると思われる者を後見人候補者として登録し（以下「登録者」という。）、必要とする者（親族を含む）に紹介し、又は家庭裁判所に推薦する取組

ア 上記（７）の活動を1年以上経験した修了者で、実施要綱第１２条に定める運営委員会が選任した者の面接及び関係書類審査等により、適性があると認められた者
イ 運営委員会が特に認めた者
（９）上記（７）により活動を紹介し、又は（８）により家庭裁判所から後見
人等に選任された登録者、及び実施要綱４条に定めるサポートセンターの会員または、後見人等に選任された親族であって、本事業の趣旨に賛同する者に対して、以下のうちの必要な支援を行う取組
ア 専門職を含む後見人等相互の交流と、情報交換を図ることを目的とした後見人等連絡会の開催
イ 後見人等からの後見業務等に関する相談への対応
ウ 後見人等のスキルアップを目的とした後見人等研修の開催
エ 地域における後見人等への、支援体制の構築を目的とした関係機関連絡会の開催
オ その他、登録者が円滑かつ適切に活動を行うために必要と考えられる支援
（10）上記（８）により、後見人等に選任された登録者が後見業務を行うにあたって生じたトラブルに関して、家庭裁判所に協力してその解決を図る取組
４ サポートセンターが事業を実施するにあたっての留意事項
　　サポートセンターは、３に定める取組を行うにあたっては、以下の事項に留意するものとする。
（１）サポートセンターは、３（８）により登録した登録者が、成年後見制度の適切な推進を図る上で不適切な行為を行った場合には、当該行為に関して十分な審査を行い、必要な手続きを経た上で、その登録を抹消又は停止することができる。
（２）サポートセンターが３（９）に基づき後見人候補者としての紹介、推薦を行うにあたっては、当該登録者がサポートセンターが指定する保険等に加入することを条件とする。
（３）サポートセンターは、３に定める取組を行うにあたって対応が困難な事例については、実施要綱第１３条に定める運営委員に相談できるものとする。
（４）サポートセンターは、登録者を任意後見人候補者として紹介はできないものとする。

５　登録者及び福祉後見人の留意事項
（１）会員としての連絡や指導を受けなければならない。
（２）サポートセンター等が行う成年後見等に関する研修会に積極的に参加し、実務能力の向上に努める。
（３）それぞれの活動について、サポートセンターに対して年数回、指定の書式に基づいた活動報告書を提出するものとする。
（４）本人の最善の利益を優先し、適切な保護支援をしなければならない。
（５）家庭裁判所、行政機関、法律や福祉の専門家等と協力し、連携を図るように努めなければならない。
（６）倫理上、本人又はその家族から財産の寄付、贈与などを受けてはならない。
（７）その職にある期間は当然のこと、その職を終えた後も本人又はその家族の個人情報を漏らしてはならない。

６ その他
　　この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、サポートセンター理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成１８年１１月１６日から施行する。

この規程は、平成１９年５月１０日から施行する。
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